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(案) 

気高地域学校統合準備委員会設置要綱

                                 鳥取市教育委員会

（設置）

第１条 気高中学校区の４小学校の新設統合を推進するため、気高地域学校統合準備委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。

（設置期間）

第２条 委員会を設置する期間は、令和３年３月５日から令和４年３月３１日までとする。ただ

し、次条に掲げる推進事項の達成が困難であると認められる場合は、必要に応じて継続して設

置できるものとする。

（推進事項）

第３条 委員会は、鳥取市教育委員会（以下「教育委員会」という。）決議「気高中学校区の小学

校のあり方についての基本方針」（令和２年１２月２２日）に基づき、次に掲げる事項について

協議を推進するものとする。

（１） 気高地域の中長期的な姿を見据えた統合の方法に関すること

（２） 統合に伴う学校の設置場所と開校時期に関すること

（委員）

第４条 委員会の委員は３０人以内とし、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

 （１）宝木小学校区、瑞穂小学校区、浜村小学校区、逢坂小学校区各検討組織もしくは、各地区

のまちづくり協議会から推薦を受けた者

 （２）宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学校、逢坂小学校、気高中学校、浜村保育園、ひかり保

育園の保護者代表

 （３）宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学校、逢坂小学校、気高中学校、浜村保育園、ひかり保

育園の管理職又は担当教諭

 （４）その他、教育委員会が必要と認めるもの

（任期）

第５条 委員の任期は、令和４年３月３１日までとする。ただし、推進事項の達成が困難である

と認められる場合は、任期を延長することができる。

２ 委員に欠員が生じた場合は、教育委員会は前条に掲げる者の中から新たに委員を委嘱するこ

とができる。この場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（報酬等）

第６条 委員の報酬及び費用弁償については、無償とする。



（委員長及び副委員長）

第７条 委員会には、委員長 1人、副委員長２人を置く。
２ 委員長は、委員の中から互選により選出する。

３ 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議）

第８条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 会議は、委員の過半数の出席によって成立する。

３ 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことがで

きる。

４ 会議は、公開とする。ただし、公開することが会議の運営に支障があると委員長が認めると

きは、会議に諮って非公開とすることができる。

（庶務）

第９条 委員会の庶務は、鳥取市教育委員会事務局教育総務課校区審議室において処理する。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

附 則

 この要綱は、令和３年３月５日から施行する。



年度 Ｒ２
３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

設立準備委員会

設置場所の検討

学校種の検討

開校時期の検討

地域住民・保護者へ情報提供

R2～R3年度 気高地域学校統合準備委員会のスケジュール R3.3.5現在

Ｒ３

検討項目等



第１回気高地域学校統合準備委員会

鳥取市教育委員会教育総務課校区審議室

説明資料
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付記
（１）地域における検討組織を速やかに設置し、統合の方法、時期、
新設校の位置等について協議すること。

減少の状況を踏まえ、小中一貫型の学校の設置についても選択肢の
一部として検討すること。
（３）学校の新設については、設置者である教育委員会と検討組織
での協議のもと、相当の時間をかけて行う。しかし、逢坂小学校の
小規模化の状況は緊急の課題であることから、同校児童に関しては
協議が進行している間も、前倒して浜村小学校に編入することも検
討すること。

（答申内容）
逢坂小学校、宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学校の４校

第14期校区審議会答申 10月12日



気高中学校区の小学校のあり方についての基本方針 鳥取市教育委員会
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１ 逢坂小学校、宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学校の４校は、気
。

２ 新設の時期、新設校の位置、教育理念、教育環境整備、学校名、
校歌等については、関係する学校および地域の関係者で構成する会議
を令和２年度内を目安に立ち上げ、検討する。教育委員会はその検討
結果を尊重することとする。

３
の状況を踏まえ、小中一貫型の学校の設置についても選択肢の一部と
して検討する。

４
踏まえ、必要に応じて同一ブロック内の中学校区との情報交換及び協
議も行う。

答申を受けての基本方針 令和2年12月22日



基本方針１「１つの学校として新設統合する」について

小学校
【R2】 【R22】

児童数 学級数 全児童数 全学級数 学校数

宝木 71 5

380
～ 570

18 ～24
１～３
（含義務教
育学校）

瑞穂 47 5

浜村 227 11

逢坂 30 4

青谷 181 8

鹿野学園（前期） 153 7

計 709 40

中学校
【R2】 【R22】

生徒数 学級数 全生徒数 全学級数 学校数

気高 184 6

220
～ 290

9 ～ 12
１～３
（含義務教
育学校）

青谷 105 4

鹿野学園（後期） 76 3

計 365 13



教育委員会で学校の位置や学校種を決定

協議

統合準備委員会（後期）
・先進地視察
・学校目標検討
・めざす子ども像協議
・教育課程検討

設計
（新校舎建築の場合）
造成

【重要】

情報提供

統合準備委員会（後期）立ち上げ

校舎建設

４
か
ら
５
年
程
度

令和２年３月

基本方針２「新設の時期、新設校の位置等については準備委員会
の検討結果を尊重することとする」について

統合準備委員会（前期）立ち上げ

令和３年度中



基本方針３「小中一貫型の学校も選択肢の一部として検討する」について

１、国全体の動き 平成１８年に教育基本法改正
「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生き
る基礎を培い，国家及び社会の形成者として必要とされる基本
的な資質を養う」という義務教育の目的が定められた。

２、本市の方向性 鳥取市教育振興基本計画 令和３年３月
（１）教育の充実を図りその質を高めます！
（２）郷土を愛し、豊かな心を育む学びの環境を築きます！
（３）未来を創造する健やかな体を育みます！

３、鳥取市立学校適正規模・適正配置基本方針の考え方



１、国全体の動き 平成１８年に教育基本法改正

「各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立
的に生きる基礎を培い，国家及び社会の形成者として
必要とされる基本的な資質を養う」という義務教育の
目的が定められた。

⇒中，小学校と中学校が共に義務教育の一環を形成す
る学校として学習指導や生徒指導において互いに協力
し，責任を共有して目的を達成するという観点から，
双方の教職員が義務教育９年間の全体像を把握し，系
統性・連続性に配慮した教育活動に取り組む機運が高
まり、全国的に小中一貫教育が行われている

基本方針３「小中一貫型の学校も選択肢の一部として検討する」について



小中一貫教育が取り組まれている背景

○小学校・中学校の教職員が義務教育９年間の全体像を把握する。
系統性・連続性に配慮した教育を行う。

① 義務教育の目的・目標の創設

② 教育内容や学習活動の量的・質的充実
○授業時間数の増加
○小学校の外国語・外国語活動、理数教育 等
○教科担任制への移行
③ 発達の早期化に関わる対応
○小学校高学年段階における発達の早期化

④ いわゆる「中１ギャップ」への対応
○小学校から中学校への段差の大きさに配慮して円滑な接続を行う

⑤ 社会性育成機能の強化の必要性
○家庭・地域の社会性育成機能の低下

③ 発達の早期化に関わる対応

⑤ 社会性育成機能の強化の必要性

基本方針３「小中一貫型の学校も選択肢の一部として検討する」について



２、本市の方向性 鳥取市教育振興基本計画 令和３年３月

（１）教育の充実を図りその質を高めます！

（２）郷土を愛し、豊かな心を育む学びの環境を築きます！

（３）未来を創造する健やかな体を育みます！

⇒（１）において、
『①小中一貫教育を推進し、学校・家庭・地域が連携、協働し
ながら、児童生徒の将来に対する夢・希望や志をひらき、次代
を担う人材を育成します。』
としている

基本方針３「小中一貫型の学校も選択肢の一部として検討する」について



小中一貫教育校の制度化 Ｈ２８．４～

基本方針３「小中一貫型の学校も選択肢の一部として検討する」について
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本市における少子化、学校小規模化への対応
学校規模の適正化や適正配置、都市計画の観点。

基本方針４「必要に応じて同一ブロック内の中学校区との
情報交換及び協議も行う」について

令和２ 令和14 令和22

気高中 184 153 101~145

105 68 57~83
鹿野学園
（後期） 76 63 42~60
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小中一貫型の学校とした場合

小学校４校のみの統合とした場合

○中学校の小規模化の課題が一部解消
○将来学校種について再検討する必要性がない
○各地区の学校に小学生、中学生が通学
▲人間関係の固定化、同学年の人数が増えるわけではない
▲他のエリアの学校種も事実上決定してしまう

☆将来的に他エリアと中学校を統合すれば・・・
○小学校、中学校と出会う友達の広がりがある
○適正規模が確保できる
▲将来的の他のエリアを含めてもう一度校区再編の可能性
▲かなり遠方の中学校への登校
☆他のエリアとの合意形成がなされなかった場合、
中学校が小規模化、義務教育学校を再び検討する必要性

基本方針４「必要に応じて同一ブロック内の中学校区との
情報交換及び協議も行う」について



気高中学校区の小学校のあり方についての基本方針 鳥取市教育委員会
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１ 逢坂小学校、宝木小学校、瑞穂小学校、浜村小学校の４校は、気
。

２ 新設の時期、新設校の位置、教育理念、教育環境整備、学校名、
校歌等については、関係する学校および地域の関係者で構成する会議
を令和２年度内を目安に立ち上げ、検討する。教育委員会はその検討
結果を尊重することとする。

３
の状況を踏まえ、小中一貫型の学校の設置についても選択肢の一部と
して検討する。

４
踏まえ、必要に応じて同一ブロック内の中学校区との情報交換及び協
議も行う。

答申を受けての基本方針 令和2年12月22日



資料１



資料２
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しかし、それぞれの学校が、地域づくりの核であり、文化の
拠点であり、防災拠点である。

学校の小規模化

地域で存続を検討する場合は、児童の教育環境に配慮した魅力ある
学校づくりに努める必要がある（教育の機会均等）

・複式学級の増加
・集団での学びや経験の不足
・人間関係の固定化

・きめ細やかな指導
・運動場、プール等施設の空間的ゆとり
・発表の機会、リーダーになる機会

▲ ①子ども自体が少ない ②学級数が少ない ③先生の配置が少ない

資料３
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小学校
【R2】 【R22】

児童数 学級数 全児童数 全学級数 学校数

宝木 71 5

380
～ 570

18 ～24
１～３
（含義務教
育学校）

瑞穂 47 5

浜村 227 11

逢坂 30 4

青谷 181 8

鹿野学園（前期） 153 7

計 709 40

中学校
【R2】 【R22】

生徒数 学級数 全生徒数 全学級数 学校数

気高 184 6

220
～ 290

9 ～ 12
１～３
（含義務教
育学校）

青谷 105 4

鹿野学園（後期） 76 3

計 365 13

資料４



①教育課程【9年間の連続性の確保】
○一貫カリキュラムの作成
○授業スタイルの統一，
○合同行事の実施 交流行事の実施 等

②教育課程【学年段階の区切りの設定】
○4-3-2、5-4などのブロック制の導入

小中一貫教育の取組の実際

③教育課程【教育課程の特例の活用】
○独自教科の設定
○指導内容の入れ替え、移行

④指導方法・指導体制の改善
○小・中乗り入れ授業
○小学校の教科担任制、
○習熟度別指導の導入 等

資料５



小中一貫教育の取組の実際 鹿野学園
資料６



小中一貫教育の成果

○いわゆる「中１ギャップ」が解消された
○中学校への進学に不安を覚える児童が減少した
○小・中学校共通で実践する取り組みが増えた
○小中学校の教職員間で互いの良さを取り入れる意識が
高まった
○小・中学校の教職員間で協力して指導にあたる意識が
高まった
○上級生が下級生の手本となろうとする意識が高まった
○下級生に上級生に対するあこがれの気持ちが強まった
○異学年の児童生徒の交流が深まった

資料７



小中一貫教育の課題

○小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保
○教職員の負担感・多忙間の解消
○小中の教職員の合同の研修時間の確保
○児童生徒間の交流を図る際の移動手段・移動時間の確保
○小学校高学年のリーダー性、主体性の育成
○児童生徒の人間関係が固定化しないような配慮

○同学年の児童生徒数は変わらない
○部活動のメンバーが増えない（顧問は増える）
○節目がつきにくい

小中一貫教育校になっても残る課題

資料８



22

小学校 中学校 義務教育学校
１校あたりの学級数 ９ １８学級 ９

ただし、1学年の人数が極端に減少する場合は、学校統合の適否について検討する。

鳥取市校区審議会では、法令や国の基準等を参考にして、公立学
校の適正規模について以下のような議論を進めました。

20年後には何校必要？

本市としての適正規模の基準

資料９
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ブロック分けについて
資料１０



論点整理



論点整理
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小中一貫型の学校とする場合

論点整理

小学校１校-中学校１校 という形をとる場合

▲中学校の小規模化の課題が残る
▲小中連携の点では一体型の形態において成果が出ている

▲将来的な選択肢の幅が制限される
▲施設を共用する可能性がある
▲設置場所が限定される



27

逢坂の教育を考える会

要望書提出 2017.8.31

１ 気高町内の小学校と新設統合すること。
２ 統合に際して、児童が新しい環境に適応できるための施策
を講ずること。

３ 子どもたちの安全な通学手段が確保されるよう対策を講ず
ること。

４ 地域の郷土愛を育む教育を継続すること。

気高地区４校からの要望書の確認
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瑞穂小学校のあり方を考える会

要望書提出 2020.3.27

１ 気高町内の小学校と新設統合をすること。
２ 児童が新しい環境に適応できるようきめ細やかな対策を
講ずること。

３ スクールバスを運行し、安全で利便性の良い通学手段を
講ずること。
また、通学にあたり保護者に新たな経済的負担がないよう
配慮すること。

４ 各地域の郷土愛を育む教育に配慮すること。

気高地区４校からの要望書の確認
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宝木小学校区のあり方を考える会
要望書提出 2020.3.27

将来のさらなる人口減少、少子・高齢化を踏まえ、子どもたちがより豊か

エリアの４小学校を１校に統合し、新しい学校づくりに早急に着手してくだ
さるよう要望します。

統合の条件、過程については次のことを尊重してください。
１校舎は可能な限り通学時間に不均衡がない位置に新しく整備し、スクール
バスを運行して安全で効率的な通学手段を確保するよう対策を講じること。

２学校の一体感の醸成を目指した教育を推進すること。
３児童が新しい環境に適応できるための対策を講じるとともに、地域の郷土
愛を育む教育を継続すること。

４閉校した校舎については、防災や地域振興等に有効活用するよう地域とと
もに検討すること。

５
取り入れること。

気高地区４校からの要望書の確認



30

浜村地区の教育のあり方を考える会
要望書提出 2020.9.24

１ 気高地域の小学校の新設統合
気高地域の４つの小学校を１つの小学校に新設統合すること。

２ 「気高地域小学校統合準備委員会（仮称）」の設立

（１）この度の当会の要望により、「気高地域の小学校の新設統合」に向け
て気高地域の４つの小学校区の要望が出揃ったことから、統合に関す

表、各小学校の保護者代表及び学校代表、各保育園の保護者代表等で
組織する「気高地域小学校統合準備委員会（仮称）」を早期に立ち上
げること。

会報等で適宜周知すること。

気高地区４校からの要望書の確認
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前倒しして統合することについて
逢坂の教育を考える会
要望書提出 2020.12.17

前倒しでの統合は検討しない。

要望
新設統合に向けて下記の事業の実施と予算措置をお願いします。

（１）他校と時間割を合わせ合流（合同）学習を通年で行う
こと。

（２）合流（合同）学習にかかる費用などの予算化をすること。
（３）合流（合同）学習の実施について他校の児童や保護者、

地域住 の相互理解を図ること。

気高地区４校からの要望書の確認


